
佐世保市中小企業等人材育成支援事業補助金交付要綱                                                                           

 

 （目的） 

第１条  この要綱は、佐世保市内の中小企業者等が、経営者及び従業員に対する人

材育成事業を実施する際に、予算の定めるところにより補助金を交付することに

よって、中小企業者等が人材育成を積極的に進め、経営課題、技術課題を自ら解

決する能力を身につけることにより、企業の発展、地域経済の発展に寄与するこ

とを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 中小企業者  中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１

項に規定する中小企業者（ただし、大企業からの２分の１以上の出資を受けてい

る企業は除く。）をいう。  

(2) 中小企業者の団体  中小企業者の数が２つ以上のもの又は協同組合等の団体

をいう。 

 (3) 人材育成事業 中小企業大学校等派遣事業及び研修会等開催事業をいう。 

 (4) 中小企業大学校等派遣事業  中小企業者の役員及び従業員が、中小企業大学

校、九州生産性大学、ポリテクセンター佐世保、その他市長が認める機関におい

て研修を受けることをいう。 

 (5) 研修会等開催事業  中小企業者及び中小企業者の団体が、経営課題・技術課

題を自ら解決する能力を身につけるために、研修会、講習会等を実施することを

いう。 

(6) 中小企業大学校  独立法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校

をいう。 

 (7) 九州生産性大学  財産法人九州生産性本部が運営する九州生産性大学経営講

座、セミナー等をいう。  

 (8) ポリテクセンター佐世保  独立行政法人・高齢・障害・求職者雇用支援機構

が運営するポリテクセンター佐世保が実施する研修や職業訓練等をいう。  

 

 （補助対象者） 

第３条  補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める者とし、他の補助事業により補助を受けない者とする。 

 (1) 中小企業大学校等派遣事業  本市内で事業を営む中小企業者  

 (2) 研修会等開催事業  本市内で事業を営む中小企業者及び中小企業者の団体 

（補助事業） 



第４条  この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 中小企業大学校等派遣事業  第２条第４号に掲げる事業であって、同一年度

において補助対象者１者当たり延べ５名以内の派遣を対象とする。 

 (2) 研修会等開催事業  第２条第５号に掲げる事業であって、同一年度において

１講座を対象とする。ただし、単に技術の習得又は資格取得等を目的としたもの

は対象としない。また、技術課題に関する研修は、受講者への個別指導を含む内

容であること。 

２ 補助対象経費は別表に掲げるとおりとする。  

 

（補助率及び補助限度額等） 

第５条 補助金の補助率は、補助対象経費の２分の１以内とし、千円未満は切り捨て

る。 

２ 補助事業に対する補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。 

 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付申請を行おうとするものは、次の各号に掲げる事業に応じ、各

々当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。 

(1) 中小企業大学校等派遣事業 

① 佐世保市中小企業等人材育成支援事業補助金交付申請書（様式第１号）  

② 中小企業大学校等研修受講報告書（様式第２号）  

③ 研修受講に要した経費を証する書類（写）  

④ 研修の修了を証する書類（写） 

⑤ 市税の完納を証する証明書 

ただし、本市以外に住所を有する等の理由から、市税の課税対象となるもの

がない場合は、事業所在地が記載された県税の完納を証する証明書や事業所在

地の賃貸借契約書等、本市において事業を営んでいることを証する書類とす

る。 

⑥その他、市長が必要と認めるもの。 

(2) 研修会等開催事業  

① 佐世保市中小企業等人材育成支援事業補助金交付申請書（様式第１号）  

② 事業計画書（様式第３号） 

③ 収支予算書（様式第４号） 

④ 中小企業者の団体が申請する場合は、構成する中小企業者の名簿  

⑤ 市税の完納を証する証明書 

ただし、本市以外に住所を有する等の理由から、市税の課税対象となるもの

がない場合は、事業所在地が記載された県税の完納を証する証明書や事業所在

地の賃貸借契約書等、本市において事業を営んでいることを証する書類とす



る。 

⑥その他、市長が必要と認めるもの。 

２ 補助金の交付申請の時期は、次の各号に掲げる事業に応じ、各々当該各号に定め

るとおりとする。 

(1) 中小企業大学校等派遣事業    当該研修の修了した日の属する年度内  

(2) 研修会等開催事業   当該事業を実施する前  

 

 （交付の決定等） 

第７条  市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査

し、適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を佐世保市中小企業

等人材育成支援事業補助金交付決定等通知書（様式第５号）により通知する。 

２ 中小企業大学校等派遣事業については、佐世保市補助金等交付規則（平成１７年

規則第５３号）第１９条の規定により確定通知を省略するものとし、交付決定通知

の決定額をもって補助金額の確定とする。 

 

 （申請の取り下げ） 

第８条  前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）であっ

て、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服がある者は、補助金の

交付申請を取り下げることができ、補助金交付決定通知を受けた日から１４日以内

にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

 

 （計画変更等の承認） 

第９条 研修会等開催事業に関する補助事業者は、交付決定に係る補助事業の内容に

ついて、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく佐世保市中小企業等人材育成支

援事業補助金変更承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならないものとする。 

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。  

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。  

２ 市長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し佐世保市中

小企業等人材育成支援事業補助金変更決定通知書（様式第７号）により、補助金交

付決定額の変更又は取消し等の措置をとるものとする。 

 

 （実績報告） 

第１０条  研修会等開催事業に関する補助事業者は、事業完了後速やかに、次の各号に

定める書類を市長に提出しなければならない。なお実績報告の期限は、事業の完了し

た日から３０日以内までに書類を提出するものとする。また、当該年度の３月３１日

までに事業が完了（支払いまで完了）した経費に限る。  

(1) 佐世保市中小企業等人材育成支援事業補助金実績報告書（様式第８号）  



(2) 事業実施状況報告書（様式第９号） 

(3) 収支決算書（様式第 10号） 

(4) 事業実施のために要した経費を証する書類（写）  

(5) その他、市長が必要と認めるもの。  

 

 （補助金の額の決定） 

第１１条 市長は、前条の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、交付決定

の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、佐世保市中小企業等人材育成支援事業補助金確定通知書（様式第 11号）

により当該補助事業者に通知するものとする。  

 

 （補助金の支払い） 

第１２条 次の各号に掲げる事業に関する補助事業者において、補助金の交付を受け

ようとするときは、各々当該各号の定めによるものとする。 

(1) 中小企業大学校等派遣事業 

第７条に規定する補助金交付決定等通知書による通知を受けた後、所定の請求

書を市長に提出するものとする。 

(2) 研修会等開催事業  

第１１条に規定する補助金確定通知書による通知を受けた後、所定の請求書を

市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。  

 

 （決定の取消し等） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

(2) 役員等（補助事業者等が個人である場合にはその者を、補助事業者等が法人

である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下こ

の項において同じ。）が佐世保市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号。以

下「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下この項において

「暴力団員」という。）であると認められるとき。  

(3) 暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。  

(4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し



ていると認められるとき。 

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

(7) その他市長が不適正と認めたとき。  

２ 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し

既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

 （書類の保管義務） 

第１４条  補助事業者は、補助時用の経理についての収支の事実を明確にした証拠書

類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了

後５年間保存しなければならない。 

２  補助事業者は、市長から請求があった場合は、速やかに前項の書類を提示しなけ

ればならない。 

 

 （様式の特例） 

第１５条  第６条に規定する補助金交付申請書、第１０条に規定する補助金実績報告

書は、規則第２０条の規定により定めた様式の特例とする。 

 

 （補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

  附 則 

 （施行期日） 

 １  この要綱は、平成１１年７月７日から施行し、平成１１年４月１日以降に実施

した事業に係る補助金から適用する。 

 （この要綱の失効） 

 ２  この要綱は、令和９年３月３１日限りでその効力を失う。ただし、同日までに

補助金額が確定した補助事業については、第 14条の規定は、この要綱の失効後も

なおその効力を有する。 

  附 則 

この要綱は、平成１１年１１月１日から施行し、平成１１年４月１日以降に実施

した事業に係る補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年２月５日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度以降の予算に係る補

助金について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。  



附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は

、令和７年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は

、令和８年３月３１日から施行する。 



別表第１ 

 補助対象経費・補助限度額等 

補助対象事業 補助対象経費 補助限度額 

(1)中小企業大学校

等派遣事業 

・研修を受けるための受講料 

・その他、市長が必要と認める経費 

年間１企業あたり

１００千円 

(2)研修会等開催事

業 

・講師の謝金、旅費、宿泊費、日当 

・会場借上げ料 

・原材料、教材費、消耗品費 

・社内講師の賃金の一部 

・その他、市長が必要と認める経費 

中小企業者の場合

は１００千円 

中小企業者の団体

の場合は３００千

円 

※消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額を含まないとする。  

  

 

 

 

 


